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令和元年度事業報告（栃木支部） 

 具体的施策等 実施状況 
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１．現金給付の適正化の推進 

（１）不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴの

議論を経て事業主への立入検査を積極的に行う。特に、現金給付

を受給するためだけの資格取得が疑われる申請について重点的に

審査を行う。 

 【具体的取組み】 

   ①資格取得から請求までの期間が短期間である場合、療養担当者

意見欄、レセプト等の内容確認と併せて、年金事務所と連携の

うえ、資格取得が適正かどうかの確認を行う。 

   ②不正請求の疑いのある申請に対しては、保険給付適正化ＰＴに

おいて支給の適否を判断するとともに、年金事務所と連携のう

え、事業主への立入検査を行う。 

   

 

（２）傷病手当金と障害年金等との併給調整について、確実に実施する。 

 【具体的取組み】 

   ①システムで抽出される併給調整対象者について、事務処理手順

書に則り抽出後 3カ月以内に併給調整処理を確実に行う。 

   ②傷病手当金支給後の併給調整を減少させるため、同一傷病によ

る障害年金との併給調整及び、資格喪失後の老齢年金との併給

調整に関する広報を積極的に行う。 

 

 

 

 

 

１．現金給付の適正化の推進 

 

 

 

 

【具体的取組み】 

①資格取得後３ヶ月以内の傷病手当金、資格取得後６ヶ月以内の出産

手当金については、雇用契約書等を確認することにより資格取得が

適正かどうか重点的に審査を行った。 

②保険給付適正化 PT会議については、支給の適否を適切に判断した。

なお、立入検査の実施はなかった。また、社会保険労務士からの情

報提供により、不正行為の申請により給付を行った事案が 1 件判明

した。保険給付適正化 PTに諮り、返還金の請求及び、被害届の提出

を宇都宮中央警察署へ行った。 

 

【具体的取組み】 

①進捗確認を複数で行い、遅延することなく確実に処理を行った。 

 

②広報誌や社会保険事務説明会を通じて、傷病手当金と年金との併給

調整について周知を行った。 

 

＜基本方針＞ 

基盤的保険者機能を盤石なものとするため、現金給付等の業務の標準化・簡素化・効率化を徹底する。併せて、日々の業務量の多寡や優先

度に応じた柔軟な業務処理体制を構築し、業務の生産性の向上を目指す。 
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 具体的施策等 実施状況 

   ③傷病手当金と労災保険の休業補償給付との適正な併給調整のた

め、事務処理手順書に則った進捗管理を徹底する。また、休業

補償との併給調整に関する広報を積極的に行う。 

 

２．効果的なレセプト点検の推進 

・医療費の適正化を図るために、資格・外傷・内容点検の各点検を実

施する。 

・内容点検については、レセプト内容点検効果向上計画に基づき、シ

ステムを活用し、協会のノウハウを最大限活用した効果的なレセプ

ト点検を推進する。 

  ■ KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定

率について対前年度以上とする 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協

会けんぽの医療費総額 

 

 

 

 【具体的取組み】 

   ①資格・外傷点検については、システムスケジュールに基づき効

率よく点検を実施して、加入者一人当たりの効果額は前年度を

上回る額とする。 

   ②内容点検については、ＰＤＣＡサイクルにより効果額向上を図

り、社会保険診療報酬支払基金の一次審査と合算したレセプト

点検の査定率（レセプト点検により査定（減額）した額÷協会

けんぽの医療費総額）について、前年度を上回る率とする。 

   ③効果的な内容点検を実施するための勉強会を開催し、点検員の

スキルアップを図る。 

③労災保険の休業補償給付の受給について、労働基準監督署への定期

的な照会が実施されていなかったため、責任者を決め管理体制を構築

した。 

 

２.効果的なレセプト点検の推進 

 

 

 

 

■ KPI：査定率  

 

栃木支部 全国 

30年度 元年度 30年度 元年度 

査定率（基金） 0.210％ 0.212％ 0.283％ 0.270％ 

査定率（協会） 0.137％ 0.141％ 0.100％ 0.093％ 

査定率（合算） 0.347％ 0.353％ 0.383％ 0.362％ 

【具体的取組み】 

①資格・外傷点検は、点検事務手順書による統一的な事務処理を行い、

効率的・効果的な点検を行っている。 

②内容点検は、行動計画により、毎月の進捗管理の検証と対策を行い、

効果額の向上を図った。また、KPI（支払基金と合算したレセプト点

検の査定率）は、支払基金と協力連携が必要のため、支払基金との

協議の中で継続して協力連携を依頼している。 

③薬剤師と歯科医師による勉強会を毎月計 9 時間実施して、点検員の

スキルアップに役立てている。 
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 具体的施策等 実施状況 

３．柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15日以上）

の申請について、加入者に対する文書照会を強化するとともに、いわゆ

る※「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変更することに

よる過剰受診に対する照会を強化する。※部位ころがし…同一施術所で

同一患者の負傷と治癒を繰り返す施術。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、

かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年度以

下とする 

【具体的取組み】 

   ①加入者への文書照会については、多部位施術（3 部位以上）ま

たは頻回傾向施術（1カ月あたり 10～15回以上）の申請に対象

範囲を拡大し照会を行う。 

 

   ②加入者への文書照会の結果、不正請求の疑いが強いものについ

ては、保険給付適正化ＰＴを経て、厚生局への情報提供を積極

的に行う。 

 

４．あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

 ・受領委任制度導入に伴い、文書で作成された医師の再同意の確認を

徹底する等審査を強化し、不正の疑いがある案件は厚生局に情報提

供を徹底する。 

 【具体的な取組み】 

   ①施術を受ける際に医師の同意書が必要である旨や受領委任の取

扱規程に示された様式使用が必要である旨を周知するため、加

入者及び施術者に対し受領委任制度実施に関する広報を行う。 

 

３．柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

 

 

 

 

 

■KPI：申請割合 1.27％ 

      参考：1.22％（H30年度実績） 

 

【具体的取組み】 

①患者照会の対象を「３部位かつ１０日以上」、「部位ころがしの疑わ

れる施術所」「３ヶ月以上の長期施術」と定め、照会範囲を拡大させ

た。 

 実績：照会件数 7,653件 照会率 2.95％ 

（3部位かつ 15日以上 2,591件） 

②加入者への文書照会の結果、不正請求が疑われる案件はなかった。 

 

 

４．あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

 

 

 

【具体的取組み】 

①広報誌や社会保険事務説明会を通じて、受領委任制度実施について

周知を行った。 
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 具体的施策等 実施状況 

   ②医師の再同意の確認を徹底する審査を行い、不正の疑いがある

案件は厚生局に情報提供を行う。 

 

５．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の推

進 

（１）日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会けんぽから保

険証未回収者に対する返納催告を行うことを徹底する。また、被

保険者証回収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

■ KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険

証回収率を 94.0％以上とする 

 

 

■ KPI：医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割

合を対前年度以下とする 

 

 

【具体的取組み】 

   ①広報媒体や健康保険委員研修会等を通じて、資格喪失時の保険

証回収に係る周知を行う。 

   ②資格喪失届提出時に保険証の添付がない事業所に対し、資格喪

失時の保険証回収に係る注意喚起を文書等にて行う。 

   ③日本年金機構への回収率向上の依頼、社会保険労務士への保険

証早期回収の依頼を引き続き行う。 

   ④被保険者証回収不能届受付後１週間以内に、保険証の回収状況 

を確認し、未回収者に対し電話催告等を行う。 

 

 

②医師の再同意の確認を徹底して審査を行った。不正が疑われる案件

はなかった。 

 

５．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の

推進 

 

 

 

■KPI:資格喪失後 1か月以内の保険証回収率 

年度 回収率 

平成 30年度 92.98% 

令和元年度 94.64% 

■KPI:医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合 

年度 割合 

平成 30年度 0.065% 

令和元年度 0.051% 

【具体的取組み】 

①令和 1年 8月及び令和 2年 2月分納入告知書に保険証回収強化にか

かるチラシを同封し事業所へ送付した。 

②保険証未回収の再催告対象者が所属していた 869 事業所宛に、保険

証回収にかかる注意喚起に関する文書を送付した。 

③日本年金機構へ保険証回収率向上及び届書に保険証が添付されてな

い場合は、被保険者証回収不能届の提出強化依頼を行った。 

④被保険者証回収不能届受付後１週間以内に、保険証の回収状況を確

認し、未回収者 635名に対し電話催告を行った。 
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 具体的施策等 実施状況 

（２）発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整及び

法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の回収率の向上を

図る。 

■ KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収

率を対前年度以上とする 

 

 

【具体的取組み】 

   ①返納金債権の早期回収のため、文書・電話・訪問による催告を

強化するとともに、法的手続きによる回収を積極的に行う。 

    

②資格喪失後受診による返納金債権については、国保保険者との

保険者調整を積極的に活用し、確実な債権回収を行う。 

   ③損害賠償金債権については、損害保険会社等に対し早期に折衝

を行い、確実な債権回収に努める。 

 

６．サービス水準の向上 

・お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努めるとともに、

現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダー

ド：10日間）を遵守する。 

■ KPI：サービススタンダードの達成状況を 100％とする 

■ KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率を 88.0％以上とする 

 

【具体的取組み】 

   ①事務処理手順書に則った業務の標準化・簡素化・効率化を徹底

し、現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービスス

タンダード：10日間）を遵守する。 

 

 

 

■ KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率 

調定月 返納金額 回収金額 回収率 

H30.4～H31.3 48,881,698円 33,015,374円 67.54% 

H31.4～R2.3 39,659,495円 23,273,183円 58.68% 

【具体的取組み】 

① 返納金債権の早期回収のため、文書・電話・訪問による催告を強

化するとともに、法的手続きによる回収を積極的に行い、21 件実

施した。 

② 資格喪失後受診による返納金について、国保保険者との保険者間

調整を積極的に活用し、163 件実施した。 

③損害賠償金債権について、納付期限管理を徹底し、確実な債権回収

に努めた。 

 

６．サービス水準の向上 

 

 

 

■KPI：サービススタンダードの達成状況 100％ 

■KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率 84.4％ 

                                  参考：83.3％（H30年度実績） 

【具体的取組み】 

①「業務習得項目表」により審査者の能力を把握し、処理能力の平準

化を行った。 
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 具体的施策等 実施状況 

   ②加入者からのご意見や苦情等について、迅速かつ正確に支部内

で情報共有し、更なるサービスの改善に結びつける。また、サ

ービス水準向上のため、お客様満足度調査の結果に沿った支部

内研修を行う。 

   ③事務処理誤りを防止するため、統一的処理ルール（業務マニュ

アルや事務処理手順書等）を遵守・徹底する。また、統一的処

理ルールを遵守・徹底するという意識向上や情報共有のため、

毎月ミーティング等を行う。 

④加入者が申請書等を郵送で提出できるよう、加入者の立場に立

った、よりきめ細やかな電話応対・窓口応対を行う。 

 

 

７．限度額適用認定証の利用促進 

・事業主や健康保険委員に対してチラシやリーフレットによる広報を

実施するとともに、地域の医療機関や市町村と連携し、医療機関の

窓口に申請書を配置するなど利用促進を図る。 

■ KPI：高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合を

84.0％以上とする 

【具体的取組み】 

   ①病院協会等を通じた医療機関窓口への限度額適用認定申請書の

設置依頼を引き続き行うとともに、レセプト内容を分析し、限

度額適用認定証の使用頻度が低い医療機関に対しては、幹部職

員が直接訪問し申請書の設置依頼を行う。 

   ②医療機関や市町村の窓口担当者が制度説明を容易にできるよう

にするため、支部で作成した限度額適用認定申請に係るチラシ

等を積極的に活用する。 

   

②お客様からの苦情等は、朝礼、メール、回覧により職員に情報の共

有化を行った。また、お客様満足度向上のため取り組みとして「電

話対応チェックシート」を毎月実施し、チェックシートの結果は上

司からフィードバックを行い、改善ポイントについて周知した。 

③勉強会、ミーティングを定期的に行い、統一的処理ルールの徹底、

スキルの向上を図った。 

 

 

④郵送化促進のため、広報誌による周知、各申請書に郵送を促す内容

のスタンプを押印した。また、電話対応の際のクロージングによる

周知を行った。 

 

７．限度額適用認定証の利用促進 

 

 

 

■ KPI：限度額適用認定証の使用割合 85.5% 

                参考：85.6％（H30年度実績） 

【具体的取組み】 

①医療機関（106 機関）に対し、限度額認定申請書の設置依頼及び利

用促進の文書送付を実施。また、レセプト内容を分析し、限度額認

定証の使用頻度の低い医療機関及び病院に対して、幹部職員が直接

訪問し申請書の設置依頼を実施。（16機関実施） 

②医療機関の窓口が制度説明を容易にできるようにするため、支部で

限度額適用認定申請に係るチラシを作成し、医療機関（108 機関）

に対し制度の周知依頼と併せて送付実施。 
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 具体的施策等 実施状況 

 ８．被扶養者資格の再確認の徹底 

・被扶養者資格の確認対象事業所からの回答率を高めるため、未提出

事業所への勧奨による回答率の向上、未送達事業所の調査による送

達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を

89.0％以上とする 

【具体的取組み】 

   ①未提出の事業所に対して、早期に文書や電話、訪問による勧奨

を行う。 

   ②未送達事業所については、年金事務所から事業所情報の提供を

受け、再送付を行う。それでもなお、所在不明の事業所につい

ては、年金事務所等へ実態調査の依頼を行う。 

   ③高齢者医療制度納付金等に係る拠出金の算定方法が毎月の加入

者の人数等に応じて算出されることから提出された被扶養者異

動届については、届書の内容確認、年金事務所への引き継ぎを

速やかに行う。 

 

９．オンライン資格確認の利用率向上 

・オンライン資格確認サービス利用医療機関の利用率向上に取組む。 

■ KPI：現行のオンライン資格確認システムについて、USBを配布

した医療機関における利用率を 43.3％以上とする 

 

 

 

 

 

【具体的取組み】 

８．被扶養者資格の再確認の徹底 

 

 

 

■ KPI：86.2％ 

 

【具体的取組み】 

①未提出の事業所に対して、文書や電話による勧奨を行った。 

②未送達事業所については、電話連絡を行い送付先の確認を行った。

それでもなお、所在不明の事業所については、年金事務所へ送付先の

照会を行った。 

③提出された被扶養者異動届については、届書の内容確認、年金事務

所への引き継ぎを速やかに行った。 

 

 

 

 

９．オンライン資格確認の利用率向上 

■ KPI：令和元年度平均利用率：61.6％ 

 

＜月別使用割合＞単位：％ 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 

47.3 52.8 54.9 58.4 55.3 67.1 60.3 60.3 63.2 77.3 80.0 78.3 

 

【具体的取組み】 
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 具体的施策等 実施状況 

①USB を配付している医療機関に対し、システム機能や活用方法

をまとめたニュースレターを年に 3回送付することで利用医療

機関の拡大を図る。 

②USB の利用環境が無くなった等、利用状況に変更があった医療

機関から USBを回収し、適切な管理を行う。 

①利用機関の拡大 

・電話、ニュースレターによる利用勧奨を実施した。 

 

②利用機関の適切な管理 

・3 か月以上連続して利用実績のない医療機関に対し、文書・電話

にて辞退を促した。（下期は 2か月以上連続して利用実績のない機関

へ拡大） 

  実施月：4月、6月、8月、9月、11月、2月 

  ①ニュースレター送付件数：のべ 176機関 

②回収文書件数：のべ 103 機関 

  ①②電話件数：20機関 
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 具体的施策等 実施状況 

２．

戦

略

的

保

険

者

機

能

関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの

提供 

・「健康諸表」健康格付型バランスシート HCSヘルシーズや PL型健康

度判定表を活用し、事業所の健康度の見える化をすることにより、

とちぎ健康経営宣言事業等の健康経営の普及促進を図る。 

【具体的取組み】 

   ①関係団体と連携した広報や、メディア（テレビ・ラジオ・新聞）

などを活用した広報、健康経営セミナーや説明会などを開催す

ることによって、健康格付型バランスシート HCS ヘルシーズ等

による事業所の健康度の見える化の普及促進を図る。 

 

２．データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）

の着実な実施 

  上位目標：健康経営の考え方を普及し、保健指導の徹底、健診受診

率アップによりメタボリックシンドローム該当者および

予備群に該当する者を 25%減らす。（とちぎ健康 21 プラ

ン 2期計画） 

（１）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

■ KPI：生活習慣病予防健診実施率を 61.5%以上とする  

事業者健診データ取得率を 7.6％以上とする  

 

 

 

 

 

 

 

１．ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データ

の提供 

 

 

 

 

以下２．（４）に参照 

 

 

 

 

２．データ分析に基づいた第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計

画）の着実な実施 

 

 

 

 

（１）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

■ KPI：生活習慣病予防健診実施率 62.2％ 

事業者健診データ取得率  5.0％ 

＜基本方針＞ 

戦略的保険者機能の発揮をより確実なものとするため、保険者機能強化アクションプラン（第４期）、第2 期保健事業実施計画（デー

タヘルス計画）に基づく取組を着実に実施する。具体的には、特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上、コラボヘルスの推進、ジ

ェネリック医薬品の使用促進等に取り組むとともに、ビッグデータを活用するなどして、将来を見据えた戦略的な対応を検討する。 
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 具体的施策等 実施状況 

被扶養者の特定健診受診率を 28.8％以上とする 

●被保険者（40歳以上）（受診対象者数：211,807人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 61.5％ 

（実施見込者数：130,261人） 

    ・事業者健診データ  取得率 7.6％ 

（取得見込者数：16,097人） 

●被扶養者（受診対象者数：58,595人） 

  ・特定健康診査    実施率 28.8％ 

（実施見込者数：16,875人） 

 

【具体的取組み】 

①新たな健診機関と委託契約を結び、加入者が受診しやすい環境を

整える。 

②健診案内を分かりやすいものにするため支部独自のパンフレット

を同封し、生活習慣病予防健診の申込み数を増やす。 

③健診機関や関係団体等と密な連携を図り、事業者健診から生活習

慣病予防健診への切り替えが進むよう共同して受診勧奨を積極的

に進める。また、健診機関毎に目標値を設定し、健診機関による

受診勧奨を促すことで受診者確保に取り組む。 

④事業者健診データ取得を効率的に進めるため、外部業者を活用す

る。また、労働局・栃木県との連名通知による勧奨や、社会保険

労務士会等関係団体の協力を得て、事業所に対する働きかけを促

進する。 

⑤被扶養者の特定健診に関しては、市町の集団健診を最大限に活用

できるよう、市町毎の健診日程を周知したり、年度末に市町との

合同健診を設けたりするなどして行政と連携した事業を展開す

る。また、支部独自の集団健診（オプショナル健診）の場を県内

被扶養者の特定健診受診率  28.1％ 

●被保険者（40歳以上）（受診対象者数：217,255人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 62.2％ 

（実施者数：135,108人） 

    ・事業者健診データ  取得率 5.0％ 

（取得数：10,877件） 

●被扶養者（受診対象者数：57,985人） 

  ・特定健康診査    実施率 28.1％ 

（実施者数：16,297人） 

 

【具体的取組み】 

①令和元年 11月に済生会宇都宮病院、インターパーク倉持呼吸器内科

と委託契約を結び、より受診しやすい環境を整備した。 

②年度初めに発送する健診案内に支部独自のパンフレットを同封し、

事業所・加入者の方がわかりやすいよう工夫をした。 

③健診機関ごとに目標を設定し、目標を上回った場合にインセンティ

ブを支払うことで健診機関による積極的な受診勧奨を促した。39機

関中 30 機関がこの事業に参加し、13 機関が目標を超え、受診者数

増加に寄与した。 

④労働局・栃木県との連名通知によるデータ提供勧奨を行い、588 事

業所から新たに同意書の提出があった。さらに、昨年度まで提出さ

れた同意書の内容確認を行い、823 事業所から回答を得てデータ取

得に結びつけた。 

⑤市町の集団健診を最大限に活用できるよう、年度初めに発送した受

診券に、市町毎の健診日程表を同封して案内した。 

支部主催の集団健診を 39回実施し 2,701人が受診した。ただし、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響で、3 月に予定していた 4 会場
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 具体的施策等 実施状況 

全域をカバーするように設け、特に未受診者の多い地域に提供す

ることで受診者アップを図る。 

⑥健診データを活用し、地域や業種等の特性に合わせた効率的な受

診勧奨を行う。 

 

 

（２）特定保健指導の実施率の向上 

■ KPI：特定保健指導の実施率を 20.5％以上とする 

 

 

 

●被保険者（受診対象者数：29,564人） 

    ・実施率 21.2％ 

（実施見込者数：6,268人） 

（内訳）協会保健師実施分 12.0％ 

（実施見込者数：3,548人） 

         アウトソース分  9.2％ 

（実施見込者数：2,720人） 

   ●被扶養者（受診対象者数：1,451人） 

    ・実施率 6.0％（実施見込者数：87人） 

（内訳）協会保健師実施分 3.0％ 

（実施見込者数：43人） 

         アウトソース分 3.0％ 

（実施見込者数：44人） 

  【具体的取組み】 

①健診・保健指導を一貫して行うことができるよう、健診機関へ 

の働きかけを強化する。 

分が中止となり、年間予定数通りには実施できなかった。 

 

⑥平成 30年度の健診データから、市町ごとの受診状況を集計し、未受

診者数の多い宇都宮市内の対象者約 12,000 人に文書による受診勧

奨を実施した。 

 

（２）特定保健指導の実施率の向上 

■ KPI：特定保健指導の実施率 22.7％ 

      

●被保険者（受診対象者数：32,011人） 

    ・実施率 22.4％（実施者数：7,163人） 

（内訳）協会保健師実施分 13.0％（実施者数：4,166人） 

         アウトソース分  9.4％（実施者数：2,977人） 

 

 

 

   ●被扶養者（受診対象者数：1,361人） 

    ・実施率 7.1％（実施者数：96人） 

（内訳）協会保健師実施分 2.7％（実施者数：37人） 

         アウトソース分 4.3％（実施者数：59人） 

 

 

 

 

【具体的取組み】 

①企画総務部長と担当者で健診機関を訪問し、保健指導の健診当日実

施・分割実施拡大への働きかけを行った。 
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 具体的施策等 実施状況 

②健康経営での取り組みの一環としての保健指導実施が定着するよ

う、保健指導の効果等を示し事業所に働きかける。 

 

③健診当日に初回面談・初回面談の分割実施ができるよう、健診機

関への働きかけを継続する。また、健診機関の保健指導担当者と

の研修会等を開催し情報共有とスキルアップを図る。 

 

 

 

 

 

④被扶養者の保健指導については、市町と連携を密にして共同での

保健指導の実施や各地域での来所相談の場を設け、タイムリーな

指導を行う。 

⑤保健指導未実施事業所については、保健指導の効果や取組事例を

見える化した媒体を使い、指導受入れの勧奨を行う。 

 

（３）重症化予防対策の推進 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を

12.0％以上とする 

【具体的取組み】 

①未治療者に対して医療機関への受診勧奨を行う。二次勧奨対象者

への文書による受診勧奨、特定保健指導時の面談による受診勧奨

等を徹底して実施する。（二次勧奨実施予定人数 1,648人） 

 

 

 

②健康経営、インセンティブ制度の周知に関連して事業所を訪問し、

保健指導の実施を依頼。新たに保健指導実施に取り組む事業所を増

やした。 

③保健師・管理栄養士支部内研修を「成果を上げる保健指導を実施す

るための知識やスキルを習得する」をテーマに実施。7 月には東北

大学より五十嵐先生（産業医・労働衛生コンサルタント）を招き、

保健指導のロールプレイを実施し意見をいただいた。12月には外部

委託機関の保健指導従事者との情報交換を実施。岡村保健担当理事

の講演後情報交換し、成果向上を図った。同時に被扶養者の保健指

導について、健診当日の初回面談実施をについて健診機関に働きか

けた。 

④3月に県内 6会場で 20人に保健指導を実施したが、実施者数につい

ては新型コロナウイルス感染症拡大の影響は否めず、想定通りとは

ならなかった。 

⑤保健指導未実施事業所を選定のうえ事業所訪問し、保健指導の実施

を依頼した。 

 

（３）重症化予防対策の推進 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合

9.4％ 

【具体的取組み】 

①二次勧奨対象者への文書勧奨を滞りなく実施した。 

一次勧奨対象者かつ特定保健指導対象者で、保健指導を受けていな

い対象者に対して粘り強く案内し、保健指導の実施及び医療機関へ

の受診を促した。積極的な受診勧奨を促すチラシを事業所へ送付す

ると同時に、保健師の事業所訪問時にも持参し、早期受診の大切さ

を訴え受診勧奨を行った。さらに、支部所属保健師による電話勧奨
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 具体的施策等 実施状況 

 

②糖尿病の重症化予防、糖尿病性腎症患者への保健指導については、

栃木県糖尿病重症化予防プログラムに則り、健診データやレセプ

ト情報から該当者を抽出し、専門医やかかりつけ医、他の保険者

と連携して効果的に事業を進める。 

③協会けんぽの取組みを提示するなどしながら医師会との連携を進

め、未治療者・治療中断者への働きかけを積極的に実施する。 

 

（４）コラボヘルスの推進 

  「健康諸表」健康格付型バランスシート HCS ヘルシーズや PL 型健

康度判定表を活用し、事業所の健康度の見える化を図る。また、協

定・覚書を取り交わしている行政や関係団体等と連携しながら、コ

ラボヘルスによる県民運動的な健康経営の普及促進を図る。 

【具体的取組み】 

①事業所の健康状態の現状を評価した「健康諸表」健康格付型バ

ランスシート HCSヘルシーズを提供し、健康経営の普及促進を

行い、更にとちぎ健康経営宣言へとつなげる。 

 

 

 

 

 

②とちぎ健康経営宣言後、事業所の取り組みのサポートを行い、

1年間の取り組み実施後、評価指標となる「PL型健康度判定表」

を提供する。判定結果に基づき、次の 1年間の取り組みを決定

するとともに、優秀な事業所には経済産業省の「健康経営優良

法人認定制度」へのエントリーを促す。 

も行い、対象者に直接訴えかけた。 

②宇都宮市内の医療機関と連携し、糖尿病性腎症対象者への保健指導

を 6人に実施した。 

 

 

③栃木県医師会の協力を得て、二次勧奨対象者へ送付する文書を栃木

支部との連名で送付し、受診の必要性を訴えた。 

 

（４）コラボヘルスの推進 

■健康宣言事業所数 支部登録目標 累計 600件 

 実績：714件（令和 2年 3月末現在） 

 

 

【具体的取組み】 

①バランスシート提供実績：2,468事業所（令和 2年 3月末現在） 

・外部委託を活用した、「とちぎ健康経営宣言」の勧奨と併せた事業

所への電話・訪問による勧奨の実施。 

   事業期間 令和元年 7 月から令和 2年 3月 

方  法 勧奨用ダイレクトメールを送付した事業所に対して

電話や訪問勧奨を実施。 

   対  象 未宣言かつ健康保険委員のいない 2,500事業所 

   実  績 186事業所（獲得率 7.4％） 

②PL型健康度判定表提供実績：145事業所（令和 2年 3月末現在） 

・とちぎ健康経営宣言事業所を対象に、健康経営優良法人 2020の申

請にかかる案内を送付した。 

案内時期：8月 

対  象：350事業所 
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 具体的施策等 実施状況 

 

③健康経営に関する連携協定・覚書を締結している行政や関係団

体等と協働して、健康経営普及促進に向けたセミナーや説明会

等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

④栃木県や市町と共同し共通の評価指標を活用した、新たな認定

制度等の「インセンティブ」を加入事業所及び加入者が利用す

ることができる仕組みを検討する。 

 

 

 

 

 

 

⑤マスコミへの情報提供により、各種メディアを通じた健康経営

の普及促進を図る。 

 

 

⑥事業所が実践している健康経営に関する取組の事例集を活用

する等して、取組みを横展開することで健康経営の普及促進を

図る。 

 

2020認定実績：大規模 3事業所 中小規模 68事業所 

③関係団体と連携した健康経営普及促進 

・生命保険、損害保険会社の機動力の活用 

   宣言獲得件数：109事業所 

   代理店研修・会議での説明：4回 

（アクサ生命保険、住友生命保険、東京海上日動火災保険） 

・健康経営に関するセミナー等の実施 

6月 宇都宮西社会保険委員会総会 

      大田原商工会議所議員総会 

   11月 健康長寿とちぎづくり応援キャンペーン意見交換会 

④栃木県と共同したインセンティブ等の創設 

・とちぎ健康経営事業所認定制度 

 申請受付 88事業所（令和 2年 3月末現在） 

栃木県、健康保険組合連合会栃木連合会とともに、栃木県版健

康経営認定制度「とちぎ健康経営事業所認定制度」を創設 

 ・健康長寿とちぎづくり推進県民会議会長表彰（栃木県知事） 

健康経営部門 3社（最優秀 1優秀 2） 

健康長寿とちぎづくり推進県民会議、とちぎ健康経営事業所認

定制度が連携した表彰を開始した。 

⑤メディアを通じた普及促進 

  8月 18日 下野新聞 第 1面（認定制度創設） 

  8月 29日 下野新聞 論説（認定制度創設） 

  2月 21日 ASPO健康特集 vol58（支部長参加意見交換会） 

⑥事業所が実践している健康経営の取組みの横展開 

 ・宣言事業所に対する実践のツール提供：528事業所（1月） 

   重症化予防対策として病院受診を促すツールを提供した。 

・支部作成の健康経営事例集を新たな健康経営宣言事業所の他、関



 

15 

 

 具体的施策等 実施状況 

 

⑦とちぎ健康経営宣言を実践している事業所に対し、健康経営推

進のためのフォローアップとして身体活動量増加セミナー等、

運動支援を外部委託により実施することで、事業所の健康づく

りの取組みの質の向上を図る。 

⑧とちぎ健康経営宣言事業等の取組みを評価するため、健康づく

りに関するアンケートを実施する。また、アンケート及び健診

結果等を集計し効果を検証する。 

 

３．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

（１）医療保険制度や医療保険の財政状況、健診受診等を通じた個人の

健康維持の必要性について、加入者・事業主に十分理解していただ

くため、引き続き分かりやすくタイムリーな情報発信に努めていく。 

 

■ KPI：広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以

上とする 

【具体的取組み】 

①定期広報紙（協会けんぽ栃木支部からのお知らせ、社会保険と

ちぎ）を活用し、医療保険制度等の広報を実施することで、加

入者の制度や財政状況の理解を促進する。 

②YouTube 広告、テレビ、ラジオを活用し、インセンティブ制度

等について周知を行うことで、加入者の制度理解の促進を図る。 

③ホームページ、メールマガジン等の内容の充実を図る。 

 

 

 

 

係団体等との各種会議において配布した。（各種会議上記③参照） 

⑦「運動セミナー」の実施：17事業所（参加者 349人） 

 

 

 

⑧組みの評価、効果の検証 

 ・アンケートの実施 145／279事業所（回収率 52.0％） 

 ・アンケート結果を修正しリーフレットに掲載した。 

 

３．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

 

 

 

 

■ KPI： 平成 30年度理解度調査結果 34.1％ 

 令和元年度理解度調査結果 44.6％ 

【具体的取組み】 

①③紙面、メルマガ等定期広報 

広報計画に則って、各グループの情報を共有して効果的な広報を実

施した。 

②ウェブ広告、メディアを活用した広報 

・YouTube 

広告期間 10月から 1月まで 

   視聴回数 70,000回（視聴率 24％） 

   広告内容 ジェネリック医薬品への理解促進 

 

・FMラジオを活用した広報 
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 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

④メールマガジンの登録件数の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤商工会議所等、関係団体の機関誌への広報記事定期掲載を促進

する。 

⑥年金事務所と連携した研修会や説明会を実施する。また、関係

団体等が開催するセミナーや研修会等で、タイムリーな広報・

啓発活動を実施する。 

⑦研修会等でのアンケート等で加入者から直接意見を聞く取り組

みを進め、いただいた意見を広報活動に反映させる。 

 

 

 

 

 

平成30年度理解度調査において浸透していない項目6テーマについ

て、FMラジオを通じて加入者へ情報を提供した。 

   放送期間 7月から 12月まで 

        RADIOBERRY週 1回 火曜日 17：15から 5分程度 

   演者   支部長、各担当職員 

   放送内容 健診、保健指導、適切な受療行動、ジェネリック 

健康経営、保険料率 

④拡大 

 ・ダイレクトメールの送付 

   新規適用事業所 1,950件（5、8、11、2月） 

   被保険者 3～10人事業所 10,500件（10月） 

   新規適用事業所(再)・被保険者 25～35人事業所 1,561件(2月) 

・複数アドレスの取得 

   健康保険委員の申込と合わせてメールアドレスを複数記載でき

るよう見直しを図った。 

⑤⑥⑦他団体との共同 

 ・商工会議所等の関係団体に対し、令和 2 年度保険料率のお知らせ

について会員向け広報誌への掲載を依頼した。（2月） 

 ・社会保険事務説明会、合同研修会を開催し、保健事業やインセン

ティブ制度について周知した。（6、2 月）研修会において、収集

したアンケートを基に、次回研修会のテーマを検討する。 

＜広報媒体＞ 

 ・YouTube 

   （対象地域栃木県全域） 

・とちぎテレビ「協会けんぽインフォメーション」 

（毎月第 3木曜日） 

・機関誌「協会けんぽとちぎ」 
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 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催するととも

に、広報誌等を通じた情報提供を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業

所の被保険者数の割合（カバー率）を 48.0％以上とする 

 

 

 

 

 

 

（健康保険委員対象、毎月発行） 

・納入告知書同封チラシ 

（全事業所、毎月） 

・メールマガジン「栃の葉ヘルシーメール」 

（毎月） 

・ホームページ 

・社会保険とちぎ 

    （社会保険協会発行、偶数月掲載） 

＜広報内容＞ 

健診 16 保険給付制度 13 

保健指導 4 保険証回収 6 

その他の保健事業 16 第三者行為 1 

保険料率 12 医療費通知 3 

インセンティブ 19 窓口縮小閉鎖 24 

ジェネリック 2 郵送化推進 14 

健康経営 5 扶養確認 4 

健康保険委員 10 その他の業務 1 

チャンネル周知 11 
  

 

■ KPI：カバー率 47.1％（令和 2年 3月末現在） 

 ・健康保険委員委嘱事業所数 

2,772事業所（令和 2年 3月末現在 支部集計値） 

2,037事業所（平成 31年 3月末現在） 

・外部委託を活用した、「とちぎ健康経営宣言」の勧奨と併せた事業

所への電話・訪問による勧奨の実施。 

   実績 254事業所（獲得率 10.2％） 
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 具体的施策等 実施状況 

 

【具体的取組み】 

①健康保険委員向け定期広報紙（協会けんぽとちぎ）を作成し送

付する。 

②年金機構と連携し年金委員・健康保険委員の合同研修会を開催

する。また、申請書の提出先や記入例を掲載した「協会けんぽ

のしおり」を作成配布し、健康保険委員の健康保険制度の理解

を促進する。 

③新規適用事業所や一定規模以上の事業所への文書、電話及び訪

問による健康保険委員の委嘱勧奨を行う。 

 

 

④健康格付型バランスシート提供事業所及びとちぎ健康経営宣言

事業所への健康保険委員の委嘱勧奨を行う。 

 

４．ジェネリック医薬品の使用促進 

 ・加入者が安心してジェネリック医薬品を使用できるよう、加入者の

視点から広報の推進を図る。また、ジェネリック医薬品に切り替え

た場合の自己負担額の軽減効果を通知するサービスの実施等によ

る使用促進効果を更に着実なものとするよう、地域の実情に応じて

きめ細かな方策を進める。 

  ■ KPI：協会けんぽ栃木支部のジェネリック医薬品使用割合を

78.5％以上とする 

 

 

 

 【具体的取組み】 

２．（４）コラボヘルスの推進①参照 

 【具体的取組み】 

①健康保険委員向け広報紙「協会けんぽとちぎ」の発行 

     発行部数  2,756件（令和 2年 3月発行） 

②説明会、研修会の開催 

 ・社会保険事務説明会（11会場）参加者 1,441人（6月） 

 ・委員表彰式及び合同研修会 参加者 200人（11月） 

 ・合同研修会（1会場） 参加者 100人（2月） 

③新規適用事業所への勧奨 

・新規適用事業所説明会（5回） 参加者 70人（5～1月） 

 ・事業案内ダイレクトメール 1,950件（5、8、11、2月） 

   うち、再送付（1,010事業所 2月） 

④バランスシート提供に併せた勧奨 

 ・バランスシート提供 2,468社 

 

４．ジェネリック医薬品の使用促進 

 

 

 

 

■ KPI：栃木支部使用割合 78.5％ 

・ジェネリック医薬品自己負担軽減通知 

 発送件数 切替者数 切替率 効果 

1回目(8月) 52,467人 15,788人 30.1％ 19,728,690円 

2回目(2月) 41,488人 集計中 集計中 集計中 

【具体的取組み】 
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 具体的施策等 実施状況 

①栃木県保険者協議会において中心的な役割を担って、関係団体

との連携によるイベント等を活用しながら広報を実施する。 

 

②栃木県薬剤師会等と連携し、イベントで栃木県薬剤師会と連名

のジェネリック医薬品希望と印字したお薬手帳カバーを配布す

る等、地域における積極的な啓発活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

③ジェネリック医薬品希望シールを新規適用事業所に送付し、ま

た、各種研修会やセミナー等で配布する。 

④ジェネリックカルテやジェネリック医薬品使用割合等のデータ

を用い、取り組み重点地域や優先順位、支部の課題を把握する。 

 

 

 

⑤ジェネリック情報提供ツールを活用し、医療機関及び保険薬局

へ文書勧奨・訪問による働きかけを行う。 

 また、医療機関あて情報提供文書を栃木県保健福祉部長と栃木

支部長の連名、薬局あて文書においては栃木県薬剤師会長を含

め 3者連名で送付することにより、ジェネリック医薬品の使用

促進を図る。 

 

 

①栃木県保険者協議会における分析 

  保険者協議会において、協会けんぽ栃木支部及び国保の二次医療

圏別使用割合等を集計し公表した。 

②栃木県薬剤師会の連携事業 

 ・お薬手帳カバーの配布 

配布薬局数 745薬局（9月から） 19,000部 

   お薬と健康の週間イベント 1,000部 

 ・お薬と健康の週間（10月） 

   内容 お薬手帳カバーの配布、お薬アンケート、お薬相談、調

剤体験、お薬パネル展示、健康情報パンフレット設置、

薬物乱用防止啓発、骨密度測定、お薬実験コーナー 

   参加者 2,000人、アンケート取得 800人（2日間） 

③（２）健康保険委員活動②③参照 

 

④データに基づく支部課題の把握 

ジェネリック情報提供ツール及びデータブックのデータを用い、取

組み重点機関を選出し、優先順位、支部の課題を把握した。重点と

した医療機関に訪問しヒアリング・働きかけを行った。 

   訪問件数 20病院・64薬局 

⑤ジェネリック医薬品情報提供ツールの提供 

・幹部訪問、ヒアリング（9～2月） 

   訪問件数 20病院・64薬局 

・送付 

院外処方 873機関 院内処方 429機関（のべ） 

   栃木県保健福祉部長、支部長の連名 

   薬局 971薬局（のべ） 

栃木県保健福祉部長、薬剤師会会長、支部長の連名 
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 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．インセンティブ制度の本格導入 

 ・平成 30年度から導入した制度であり、引き続き、制度の周知広報を

丁寧に行う。 

 【具体的取組み】 

①インセンティブ制度について支部広報誌、マスメディア等を活

用し周知する。 

 

 

 

６．地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意

見発信 

（１）意見発信のための体制の確保 

（２）医療費データ等の分析   

（３）外部への意見発信や情報提供 

■ KPI：他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調整会

議へ被用者保険者の参加率を 100％とする 

「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」など

を活用した効果的な意見発信を実施する 

 

 ＜緊急対策＞ 

 ・幹部による訪問説明（令和 2年 1月から 9月予定） 

 ・プレスリリース（令和 2年 2月） 

   掲載 下野新聞「雷鳴抄」3月 

 

 

 

 

５．インセンティブ制度の本格導入 

 

【具体的取組み】 

①マスメディア広報 ３．広報活動参照 

・とちぎテレビ「協会けんぽインフォメーション」 

・RADIOBERRY「知ってる？協会けんぽ！」 

＜他、支部広報等＞ 

納入告知書同封チラシ、協会けんぽとちぎ、メールマガジン 

 

６．地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた

意見発信 

 

 ■ KPI：地域医療構想調整会議への被用者保険者の参加率 100％ 

調整会議名 参画状況 

栃木県県北福祉センター協議会地域医療構

想部会 

企画総務部長 

＜ジェネリック医薬品使用割合の測定方法の変更について＞ 

 平成 30年度末より厚労省（保険局適化室）が全ての保険者別の使用割

合を公表することとなり、対象データは NDBデータから医科、DPC、歯科、調剤

レセプトから集計します。 

 このため、協会でも調剤レセプトのみではなく、医科、DPC、歯科、調剤レセプ

トを集計した使用割合を、支部業績評価やインセンティブについても、令和元年

度から医科、DPC、歯科、調剤レセプトを集計した使用割合を評価指標とし

ています。 
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 具体的施策等 実施状況 

 

 【具体的取組み】 

①医療提供体制等に係る意見発信を行うため、他の被用者保険

者との連携を図り、地域医療構想調整会議への被用者保険者

の参加率を引き続き 100％とする。 

②協会が保有するレセプトデータ等や地域ごとの診療行為別の

標準化レセプト出現比（SCR）を分析するためのツール等を活

用し、加入者の医療機関への受診傾向や医療費の動向等につ

いて、地域差の要因分析を行う。 

③地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果

や地域医療を見える化したデータベース等を活用し、エビデ

ンスに基づく意見発信等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県西地域医療構想調整会議  企画総務部長 

宇都宮地域医療構想調整会議 支部長、健康保険組合連合会 

県東地域医療構想調整会議 支部長 

県南地域医療構想調整会議 健康保険組合連合会 

両毛地域医療構想調整会議 健康保険組合連合会 

 

③主な発言 

・第 2回県東地域医療構想調整会議 

事務局の説明によると、2025年以降は、病院の受入可能推定患者数

が慢性期病床数を上回り、病床が不足する懸念があるとのことであ

った。しかし、例えば、A病院の病床機能報告で急性期60床、慢性期

60床が報告されているが、急性期の詳細を見ると一般病棟15対1入院

基本料が算定され、平均在院日数は46.5日、病床稼働率92.0％とな

っている。客観的に見ると回復期もしくは慢性期で報告すべき病棟

と考える。他にも同様の事例が含まれている可能性があり、一概に

慢性期が将来的に不足すると言えないのではないか。 

・第 2回宇都宮地域医療構想調整会議 

〈平均在棟日数〉病床機能報告は病棟単位での報告のため必ずしも

現状を反映したものとなっていない。高度急性期、急性期を選択

している病棟の平均在棟日数が国が定めた施設基準の 21 日を大

幅に上回る場合には、その要因や実状、実態を把握しまずは病床

機能の現状に沿った報告を行うことが必要不可欠。そのためには

事務局・行政のサポートが必要な場合もある。例えば、急性期の

中に回復期が一定程度混在しているなどの現状を示す定量的な基
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 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

④医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要

因等について、ホームページ等により、加入者や事業主へ情

報提供を行う。 

準の作成も方法の一つ。また、どの程度現状と乖離があるのか、

構想区域病院及び有床診療所会議の場において相互に情報共有す

ることでより地域の現状に基づいた議論ができると考える。 

〈病床稼働率〉地域医療構想策定ガイドライン、新公立病院ガイド

ラインに沿って病床稼働率が低い場合にはその原因を把握し、構

想区域病院及び有床診療所会議の場において共有する必要があ

る。 

 

④＜地域医療構想シンポジウム＞ 

地域医療の現状を県民に周知するため「地域医療構想シンポジウム」

を栃木県医師会と共催で開催した。 

・開催日時 令和元年 5月 28日（火）14時 00分～16時 30分 

・会  場 とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町 3337-1）大会議室 

・来  賓 栃木県保健福祉部長 森澤 隆 氏 

・内  容  

（1）基調講演 「地域医療構想の進捗状況」 

     講師：一般社団法人栃木県医師会長 太田 照男 氏 

（2）パネルディスカッション「地域医療構想について考える」 

パネリスト：栃木県保健福祉部保健医療監 海老名 英治 氏 

栃木県医師会常任理事 長谷川 親太郎 氏 

全国健康保険協会栃木支部 宮﨑 務 支部長 

コーディネーター：学校法人国際医療福祉大学 

             総合教育センター長 金野 充博 教授 

                    （栃木支部評議会議長） 

＜新聞掲載となった意見発信＞ 

・平成 30年度理解度調査について、支部長が下野新聞の取材を受け、

栃木支部加入者の「医療のかかり方」に関する理解が浸透していな
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 具体的施策等 実施状況 

いことについて記事が掲載された。 

  掲載紙 下野新聞 1面 雷鳴抄 

掲載日 7月 29日 

・レセプトデータ等を活用した分析結果についてプレスリリースを行

い、企画総務部長が下野新聞の取材を受け、栃木支部加入者の人工

透析患者率が全国 4位であること等について記事が掲載された。 

  掲載紙 下野新聞 3面 

掲載日 9月 18日 
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 具体的施策等 実施状況 

３．

組

織

体

制

関

係 

 

 

 

 

１．人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

 ・標準人員設定の趣旨及び内容等を支部職員一人一人が十分理解し、

組織体制を整え保険者機能の一層の発揮に向けた支部運営を実施す

る。 

 

 

２．人事評価制度の適正な運用 

・協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個人目標を

設定し、日々の業務遂行を通じて目標達成できる仕組みとした人事

評価制度を適切に運用するとともに、その評価を適正に処遇に反映

することにより、実績や能力本位の人事を推進する。 

 

３．ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基

盤の底上げを図る。 

【具体的取組み】 

   ①外部講座など、職員の研修機会を確保する。 

   ②通信講座等により自己啓発を積極的に行う組織風土を醸成す

る。 

   ③プレゼンテーション能力、説明能力、文書作成能力のある人材

の早期育成を図る。 

   ④支部内人事ローテーションを実施する。 

       

 

 

 

 

１．人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・支部内で毎週金曜日に行われる経営会議において、本部の施策の

確認や各グループからの報告・連絡・相談を適時に協議し、日々

の業務遂行のガバナンスを確保している。また、隔週金曜に、企

画保健合同進捗会議を実施し、目標管理の徹底を行った。 

  

２．人事評価制度の適正な運用 

・人事評価制度により目標の設定・管理を行い、人事評価制度の「透

明性」「公平性」「納得性」を高めるため、管理者（評価者）と職

員との十分なコミュニケーションを図っている。 

  

 

３．ＯＪＴを中心とした人材育成 

 ・新入職員入社（2名）のＯＪＴ研修を実施。 

・研修計画に基づき支部内研修を実施し、情報の共有化や職員のス

キルアップを行った。 

「業務習得項目表」や「能力把握チェックシート」などの活用によ

り職員の能力を見える化し効果的に OJTを実施した。 

＜必須研修＞ 

ハラスメント防止研修、情報セキュリティ研修、 

個人情報保護研修、コンプライアンス研修、メンタルヘルス研修 

ビジネススキル研修 

 ＜支部独自・伝達研修＞ 

＜基本方針＞ 

保険者機能の基盤となる組織体制について、標準人員に基づき人的資源の最適配分を行うとともに、人材育成については、OJTを中心とし

つつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 
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 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

４．費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 ・職員のコスト意識を高め、サービスの水準の確保に留意しつつ、引

き続き競争入札や消耗品の発注システムを活用した随時発注による

適切な在庫管理等により経費削減に努める。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、対前年

度以下とする 

 【具体的取組み】 

   ①調達見込み額が 100 万円を超える調達案件は一般競争入札に付

し、一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得

したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査や公

告後の業者への声掛けなどを実施し、一者応札案件の減少に努

める。 

  ②消耗品の Web発注を活用した適切な在庫管理を図る。 

   ③事務用品等の支部内リサイクルの推進（リサイクルコーナーの

充実）を図る。 

   ④調達審査委員会に付す調達案件については、調達内容、調達方

法、調達に要する費用の妥当性など調達、予算執行の適切な管

理を行う。 

   ⑤調達結果は、ホームページにおいて公表し、透明性の確保に努

める。 

 

５．コンプライアンスの徹底 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通

じてその徹底を図る。 

  プレゼンテーション研修、経理担当者研修、ハラスメント相談員

研修 

 

４.費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 ・節電対策として、空調の徹底管理、照明の定時点灯・消灯、プリ

ンタの制限、ノー残業デー週 2回実施。 

  

■KPI: 0件、前年度以下を達成 

 

【具体的取組み】 

① 数多くの業者が参加するよう積極的に声掛けを行い、一般競争入

札により、競争原理を働かせ、調達にかかる経費をより安価な価

格で調達を行った。 

 

 

②消耗品の Web発注を活用し、適切な在庫管理を行った。 

③ 消耗品回収ボックスを活用したリサイクルコーナーを充実した。 

 

④ 調達審査委員会を計画的に開催し適切な調達を行った。 

 

 

⑤ 調達結果は漏れなくホームページにおいて公表した。 

 

 

５．コンプライアンスの徹底 

 ・コンプライアンス研修の実施（6月） 

    内容：コンプライアンス相談窓口について 
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 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

 

 

６．リスク管理 

・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応な

ど、より幅広いリスクに対応できるリスク管理体制の強化を図る。

特に、情報セキュリティ対策については、※CSIRT(Computer 

Security Incident ResponseTeam)において迅速かつ効率的な初動対

応を行う。 

加えて、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施し、平時か

ら有事に万全に対応できる体制を整備する。 

 ※CSIRT(Computer Security Incident Response Team)…情報セキュリ

ティインシデント発生時の対応を専任する体制として28年9月に本部

内に設置しています。 

 

 

       良好な職場環境について 

 ・コンプライアンス委員会の開催（5回） 

    内容：本部監査結果に対する改善策について、懲戒処分等に

ついて、自主点検の実施結果について 

 

６．リスク管理 

 ・情報セキュリティ自己点検結果に基づく再点検の実施（9月） 

 ・個人情報保護研修の実施（6月） 

    内容：改正個人情報保護法について 

       協会けんぽにおける個人情報保護について 

       情報セキュリティインシデント発生時の対応について 

 ・新型コロナウイルス対策に関する取組み 

  職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応フローを

作成（3月 23日）。 

新型コロナウイルス感染症に関する緊急連絡体制を確認するた

め、全職員に対し安否確認システムによる模擬訓練を実施（4 月

13日）。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための職場内の遵守事項

（その 1）を策定（4月 22 日） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための職場内の遵守事項

（その 2）を策定（5月 29 日） 

 

 


